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路外駐車場管理者 

事 前 相 談 

届出書類提出 

稲城市（担当部署） 

書 類 審 査 

収     受 

警視庁交通部 

交通規制課 

届出書類、事務手続き、技術的基準等を説明 

（警視庁へも事前相談） 

交通管理者の意見 

 主に出入口の安全性を 

 現地で確認する 

立 入 検 査 

 非（指導） 

改  善 

是 

担当部署係員による現地立入 

（政令に定めた技術的基準） 

＊  出入口の位置、規模、構造、

設備の変更の場合 

照 会 

回 答 

検  査  済 

路外駐車場管理者 （副本交付） 

駐車場法改正に伴い平成 24 年 4 月 1日より東京都知

事から各市長へ届出事務が移管。 

（町村長については、引き続き東京都知事が行う。） 


